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Ⅰ．三郷町及び図書館の概要 
１．三郷町の概要 
    三郷町は、奈良県の北西部に位置し、奈良県と大阪府の府県境にあり、人口２２，８
７５人（Ｈ２３．４．１現在）、面積８．８平方キロメートル、町の中心から東西およそ

２㎞で大阪府柏原市と斑鳩町に入るという小さな町です。 
    大阪からの交通の便が大変良く、大阪市内のビジネス街から電車で４０～５０分とい
うことから昭和３５年から宅地開発が進み、大阪のベッドタウンとして人口が急増して

きました。 また、町の北西に金剛生駒紀泉国定公園の信貴山があり、「朝護孫子寺」・
「農業公園信貴山のどか村」などの観光地を中心に年中多くの観光客が訪れています。 

 
２．図書館活動の歩み 
昭和６０年 ７月        三郷町コミュニティセンター図書室設置 

平成 元年 ２年          ２回の住民意識調査で図書館の設置希望が多数を占める 

平成 ３年１０月        図書館建設にむけて、文化振興課内に準備担当事務局を置

き、助役を座長に、収入役・教育長・関係部長を委員に据

え総数９名による「図書館建設準備会」を発足させる 

平成 ４年 ３月         「図書館建設準備会」による建設報告書を提出 

平成  ５年 ５月        三郷町議会内に「図書館建設特別委員会」設置 

平成  ５年 ９月         三郷町立図書館基本構想作成 

平成 ６年 ３月        近鉄信貴山下駅前の場所を図書館建設場所として提案 

                         町議会で上記提案を了承 

平成 ６年 ４月        図書館建設予定地の用地買収（先行取得）業務開始 

平成 ８年 ３月      図書館建設予定地の用地買収完了 

平成 ８年 ８月      図書館建設工事起工 

平成 ９年１０月      三郷町図書館条例施行 

平成 ９年１２月      図書館建設工事建物部分完成 

平成１０年 ２月      図書館建設工事竣工 

平成１０年 ３月２２日   三郷町立図書館開館 

平成１０年１１月      上映会開始  

平成１３年 ２月 １日   来館者１００万人突破 

平成１４年 ４月      ブックスタート事業開始・本の森探検隊開始 

平成１４年１０月      ブックリサイクル事業開始 

平成１５年 ４月      ティーンズコーナー設置 

 平成１５年１０月      図書館システム入替 

 平成１５年１１月      ネットおよびモバイルによる蔵書検索・予約延長可能 

ホームページ開設。レファレンスコーナー設置 

 平成１６年 ６月 ８日   来館者２００万人突破 

 平成１８年 １月 １日   土曜日の閉館時間が１７時から１９時までに延長 

 平成１８年 ４月 １日   貸出の対象を町内住民及び在勤・在学の方に変更する 

 平成１９年 ４月 １日  武鹿文庫設置 
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 平成１９年１０月     三郷町立図書館開館１０周年記念 

              「武鹿悦子講演会」「末崎茂樹原画展」開催 

 

３．施設の概要 

 【館   名】   三郷町立図書館 

 【所 在 地】   〒６３６－０８１２ 

                    奈良県生駒郡三郷町勢野西１丁目４番４号 

 【電話 番号】   ０７４５－３３－３０３０  

  【ＦＡＸ番号】   ０７４５－３３－３１８８ 

 【図書館ＨＰアドレス】   http://www.lib.sango.nara.jp/ 
【休 館 日】 ・毎週水曜日・国民の祝日・年末年始（１２月２９日～１月３日） 

                     ・館内整理日（毎月第1月曜日（１月を除く。）及び１月４日。ただ
し、当該月曜日が他の休館日に当たるときは、第2月曜日とし、
１月４日が他の休館日に当たるときは、１月５日とする。） 

                    ・特別整理期間（毎年１４日以内で委員会の定める日） 
 【開館 時間】   平日及び土曜日      ９時３０分～１９時 
                     日  曜  日      ９時３０分～１７時 
              （但し、開架室以外の図書館施設の利用は、９時３０分～１８時３０分） 
  【構造・面積他】 

 用 地 面 積      ３８０８．６２㎡ 
 建 築 面 積      ２０３６．０１㎡ 
 延 床 面 積      ５０７５．９０㎡ 

 各 階 床 面 積  地階 １，１７３．７２㎡ 
 １階 １，９１６．３１㎡ 
 ２階 １，９８５．８７㎡ 

 駐車場（第１・２）  ５７台（４０台＋１７台） 
 構     造  鉄筋コンクリート造 

 一部鉄骨鉄筋コンクリート造 
 一部鉄骨造 

 

 総 事 業 費  ２，９６３，５５３千円 

 

 
４．運営方針 
   三郷町の生涯学習推進のための基盤施設として、住民の生涯学習に対するニーズに応え
るべく、住民の文化の創造・発展を支援し、住民の求める情報を可能な限り提供できる情

報発信基地として図書館を位置づける。そのために資料及び情報を収集、整備、保存し提

供する。 
  また、余暇の増大、高齢化社会の到来、学校完全５日制に対応して、図書館を生涯学習
の拠点とし、小さい子どもからお年寄り、あるいは、ハンディキャップを持つ方にも、や

さしさのある、誰でもが気軽に利用できる、住民相互のふれあいを創り出し、憩いのある

場とする。 
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５．館 の 特 色     
    （１）奈良県のみならず、近畿２府４県及び三重県、福井県の一部の９０％以上の 
          府県市町村史を収集。 
 （２）人権問題・同和問題の収集。 

    （３）個人の寄贈による記念文庫（桐陰文庫・武鹿文庫）を持つ。 
    （４）利用には、貸出点数を制限しない。（一部除外資料有り） 
 
     
 
６．職 員 構 成（平成２３年４月１日現在） 
 

職 名 館 長 主任 主 査 司 書 臨時職員(常勤) 臨時職員(非常勤) 

人 数 １ １ １ １ ２ ６ 

 

司書資格 有 有 無 有 有 有 

 

 
 
 
７．予 算 及 び 決 算                              単位 （千円） 

 平成２２年度  平成２３年度            年 
 項目     決算額 

         ％ 
   当初予算額 

      ％ 

     一般会計（ａ）       7,139,414 6,880,000 
     教 育 費（ｂ） ［ｂ/ａ%］     740,213 10.4 734,013 10.7

 総 額（ｃ）   ［ｃ/ｂ%］   66,946 9.0 72,142 9.8
 資 料 費 (ｄ)  ［ｄ/ｃ%］    10,505 15.7 10,600 14.7

   図書費                8,618 8,000 
 雑誌･新聞費 1,505 1,600 

 内 
 
 訳  視聴覚資料費           382 1,000 
 人 件 費 (ｅ)  ［ｅ/ｃ%］ 30,513 45.6 30,961 42.9

 図 

 書 
 館 
 費 

 その他の経費 (ｆ)［ｆ/ｃ%］ 25,928 38.7 30,581 42.4
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Ⅱ．図書館サービスの概要 
１．資料提供サービス 
  （１）貸出 

① 対象者   町内在住及び在勤・在学者 

②  貸出冊数    制限無し（視聴覚資料・雑誌・コミックは除く） 
③  貸出期間    図書：２週間、視聴覚資料：１週間 

  
 （２）レファレンスサービス（参考業務）    
      口頭・電話・文書で寄せられる質問に対し、図書館資料に基づいて回答したり、 
   三郷町立図書館に所蔵していない資料に対しては、所蔵館に照会のうえ回答する。 
   
 （３）コピーサービス（資料の複写） 
      図書館資料について、著作権法の範囲内で複写に応じる。 
 
  （４）予約・リクエストサービス 
       貸出中の資料については予約の処理（予約サービス）をし、未所蔵の資料につい 
   ては、収集方針に照らし、購入及び相互貸借等により利用要求に応える。（リク  
     エストサービス） 

       尚、リクエストサービスについては、三郷町民のみとする。 
 
  （５）対面読書サービス 
       視覚に障害がある方、対面読書を必要とする利用者を対象に実施する。 
  
  （６）相互貸借 
       利用者の求めに応じ、図書館に所蔵していない資料について、他の図書館等の 
      所蔵を調査のうえ、資料を借り受ける。 
       また、他の図書館からの求めに応じ、資料を貸し出す。 
 
  （７）団体貸出 
   学校その他施設からの求めに応じ、資料を貸し出す。 
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２．定 例 行 事 
（１）おはなし会                              毎週日曜日 午前１０時３０分から 
（２）土曜の午後のおはなし会                第４土曜日 午後２時から 

                               （図書館ボランティアサークル「おたまじゃくし」） 
（３）上映会                   毎週土曜日 午後２時から   
(４）ブックスタート              ７ヶ月児健診（保健センターにて）隔月 
（５）七夕まつり                ７月１日～７月７日頃 
（６）夏のつどい                ７月下旬 
(７）大人のためのストーリーテリング      ９月上旬 
（８）冬のつどい                １２月上旬 
（９）本の森探検隊            ７月下旬～８月末 
（１０）ブックリサイクル          １０月下旬  
（１１）図書館見学（小学１・２年生）   ６月・１１月頃  
 (１２) ブックトーク（小学２年生）     １１月頃 

（１３）フロアーコンサート        年６回 
（１４）ゆりかごおはなし会        年６回 
（１５）職業体験（インターンシップ）   年１回 
 

 

３．資 料 の 分 類 等 
  （１）分 類 
        ＮＤＣ新訂９版により分類 
        一般書５桁・児童書３桁とする。 
    一般小説は「Ｆ」、絵本は「Ｅ」、紙芝居は「Ｃ」とする。 
 
  （２）目 録 

コンピュータ目録（利用者は登録をすれば自宅等からインターネット及びモバイ

ルで検索可能） 
 
  （３）別 置 記 号 

Ｒ・・・参考図書  Ｋ・・・郷土資料   Ｂ・・・文庫    Ｓ・・・新書本 
Ｔ・・・桐蔭文庫  Ｙ・・・洋書    ＹＡ・・・ティーンズ 
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４．資 料 収 集 方 針 
  １． 三郷町立図書館は、図書館法に基づく公立図書館として、すべての町民の知る 
    権利、学ぶ権利を保障するために、図書館員が総力をあげて、町民への資料提供 
    を無料で行う。町民への資料提供は、町民の図書館に対する期待と要求にそった 
    資料提供を前提としている。したがって、リクエストのあった資料は最大限提供 
    するよう努める。 
 
  ２． すべての町民を奉仕対象とする公立図書館として、次の目的を達成するために 
    役立つ資料を収集する。 
 
   （１）町民が資料の利用を通して学び、楽しみ、豊かな生活を創造することができ

     る。 
      （２）町民が仕事のためや社会生活を送る上で、必要な知識や情報を得ることがで

きる。 
    （３）子どもたちが読書の喜びを発見し、情緒豊かに成長していくことができる。 
   （４）高齢者が地域社会の中で生き甲斐を持ち、社会参加することができる。 
   （５）図書館利用に障害のあるすべての人々が、平等に図書館サービスを受けるこ

     とができる。 
   （６）人権を守り、差別のない地域社会を創る。 
   （７）地域社会の一員として、地域の文化や行政に関する理解を深めることができ 
     る。 
   （８）町民が、国政や地方自治など時事に関する理解を深め、行動することができ

     る。 
   以上の事項を達成するために、図書に限らずあらゆるメディアによる資料を収集の 
  対象として考える。 
    ３． 資料収集にあたっては、「図書館の自由に関する宣言」を基本精神とし、思想 
    ・信条の自由を最大限に生かすことを次のように確認する。 
  
      （１）多様な対立する意見のある問題については、それぞれの観点に立つ資料を幅 
    広く収集する。 
    （２）著者の思想・信条・宗教・党派的立場にとらわれて、その著作を排除するこ 
     とはしない。 
    （３）図書館員の偏った個人的な関心や、好みによって選択しない。 
    （４）個人・組織・団体からの圧力や干渉によって、資料収集の自由を放棄したり 
     紛糾を恐れて自己規制したりしない。 
 
   これら以外に資料収集・提供に携わる図書館員は、自立規範としての「図書館員の 
  倫理綱領」を尊重して、その職務を遂行する。 
   なお三郷町では、部落差別撤廃とあらゆる差別をなくすことを目指しており、当館 
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  でも人権にかかわる問題については研修を深め、資料の収集にあたる。 
    ４． 図書館の収集した資料が、どのような思想や主義主張をもっていようとも、 
    それを図書館および図書館員が支持することを意味するものではない。 
     民主主義の基本は、個々の多様性を認め合うことであり、各々の資料が表現す

    る思想や主義主張は、一人ひとりの読者が判断するものである。 
 
  ５． 資料収集にあたっては、図書館職員司書で構成された選書会議で行い、図書館 
    館長がこれを決定する。 
 
  ６． この収集方針は、図書館にとっては、資料収集の基本姿勢を不断に確かめるた

    めにまた町民には図書館サービスの基本について理解を広げるために、常に公開 
    し、町民の利用実態、図書館サービスの進展に合わせて、適宜改訂していくもの

    である。 
     図書館は、資料収集についての町民の意見には、謙虚に耳を傾け、誠意をもっ

    て応えるものである。  
 

 



Ⅲ．図書館資料
１．分類別蔵書数

購入 寄贈 弁償 除籍 削除
０．総　記 117 108 0 0 50 0 3,973
１．宗　教 110 4 1 0 51 0 6,291
２．歴　史 497 17 4 0 176 0 14,022
３．社　会 513 24 0 0 208 0 17,570
４．自　然 347 14 1 0 46 0 10,471
５．工　学 369 17 0 0 20 0 10,384
６．産　業 122 6 0 0 23 0 3,864
７．芸　術 235 13 0 1 166 0 12,807
８．語　学 46 0 0 0 88 0 2,990
９．文　学 464 40 0 0 51 0 25,902
Ｆ．小　説 1,033 129 4 0 31 0 21,495
コミック 69 12 2 0 7 0 2,423

ティーンズ 100 0 0 0 8 0 2,184
人　権 4 1 0 0 1 0 1,070
環　境 0 0 0 0 0 0 878
点　字 0 0 0 0 0 0 169
洋　書 4 0 0 0 0 0 385
郷　土 10 93 0 0 15 0 3,716
桐　蔭 0 0 0 0 0 0 22,360
地図・他 8 0 0 0 0 0 4,375
合　計 4,048 478 12 1 941 0 167,329

購入 寄贈 弁償 除籍 削除
０．総　記 19 11 0 0 1 0 636
１．宗　教 7 0 0 0 1 0 280
２．歴　史 54 2 0 0 21 0 2,096
３．社　会 40 0 0 0 41 0 1,869
４．自　然 100 1 0 0 38 0 3,646
５．工　学 46 3 0 0 26 0 1,120
６．産　業 33 0 0 0 16 0 653
７．芸　術 49 1 0 0 68 0 1,746
８．語　学 7 0 1 0 14 0 546
９．文　学 263 24 2 1 151 1 12,039
ティーンズ 17 0 0 0 1 0 544
絵　本 440 34 4 1 8 0 13,584

紙　芝　居 4 3 0 0 0 0 1,374
洋　書 0 1 0 0 0 0 449
その他 0 0 0 0 0 0 31
合　計 1,079 80 7 2 386 1 40,613

蔵書数
購入 寄贈 弁償 除籍 削除

Ｃ　Ｄ 17 0 0 0 21 0 2,973
Ｌ　Ｄ 0 0 0 0 0 0 426
Ｖ　Ｄ 0 0 0 0 6 0 1,853
Ｃ　Ｔ 0 11 0 0 0 0 282
Ｃ　Ｒ 0 0 0 0 0 0 115

Ｄ　Ｖ　Ｄ 37 15 0 0 7 0 1,142
合　計 54 26 0 0 34 0 6,791

雑誌 合　計 1,746 197 1 91 2,362 1 7,835
6,927 781 20 94 3,723 2 222,253総　合　計

受入
除籍解除

受入
除籍解除

受入 除籍解除

視
聴
覚

分類

分類

分類

払出

一
般
書

児
童
書

※「桐蔭」は桐蔭文庫・桐蔭雑誌・桐蔭洋書の総称

蔵書数

蔵書数
払出

払出
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２．分類別貸出冊数 ３．年間受入新聞種数

０．総　記 2,488 1.43
１．宗　教 5,979 3.45
２．歴　史 17,941 10.34
３．社　会 12,358 7.12
４．自　然 8,700 5.01
５．工　学 24,124 13.90
６．産　業 5,220 3.01
７．芸　術 11,592 6.68 　　　　　　　　　　　ニューヨークタイムズ
８．語　学 3,022 1.74
９．文　学 14,618 8.43
Ｆ．小　説 50,411 29.05
コミック 12,020 6.93

ティーンズ 4,566 2.63
人　権 79 0.05
環　境 48 0.03
点　字 0 0.00 12
洋　書 64 0.04
郷　土 160 0.09
桐  蔭 38 0.02
その他 79 0.05
合　計 173,507 100.00

０．総　記 1,089 1.53
１．宗　教 994 1.40
２．歴　史 2,974 4.17
３．社　会 1,199 1.68
４．自　然 3,969 5.57
５．工　学 1,710 2.40
６．産　業 559 0.78
７．芸　術 3,299 4.63
８．語　学 790 1.11
９．文　学 16,788 23.57
ティーンズ 634 0.89

絵　本 35,560 49.92
紙　芝　居 1,459 2.05

洋　書 211 0.30
その他 2 0.00
合　計 71,237 100.00

Ｃ　Ｄ 11,281 49.76 209
Ｌ　Ｄ 0.00 429
Ｖ　Ｄ 1,759 7.76 1,018
Ｃ　Ｔ 5 0.02 0

Ｄ　Ｖ　Ｄ 9,625 42.46 808
合　計 22,670 100.00 2,464

雑誌 合　計 19,763
287,177

児童紙

合　　　　　　計

比率

貸出冊数 比率

貸出冊数 比率

分類

児
童
書

分類

視
聴
覚

分類

2

総　合　計

館内利用

毎日小学生新聞
朝日中学生新聞

一
般
書

朝日新聞
毎日新聞
読売新聞
産経新聞

日本経済新聞
奈良新聞

日本証券新聞

タイトル貸出冊数 数種類

一
般
紙

10

ジャパンタイムズウィークリー
スポーツニッポン
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Ⅳ．利用状況

町内 町外（県内）町外（県外） 合計

2010年4月 24 15,309 7,324 180 15 7,519
2010年5月 23 16,642 7,908 176 20 8,104
2010年6月 24 16,545 7,190 222 18 7,430
2010年7月 26 21,842 8,616 211 27 8,854
2010年8月 25 24,032 8,585 205 22 8,812
2010年9月 22 17,383 7,272 201 12 7,485

2010年10月 26 18,728 7,928 197 21 8,146
2010年11月 22 14,273 6,890 219 23 7,132
2010年12月 23 15,139 7,120 157 26 7,303
2011年1月 21 14,634 7,288 164 28 7,480
2011年2月 17 13,731 6,380 141 22 6,543
2011年3月 24 16,507 7,590 184 37 7,811
合計 277 204,765 90,091 2,257 271 92,619

年月 一般書 児童書 雑誌 視聴覚 合計

2010年4月 14,716 5,267 1,591 1,886 23,460 604 2.57%
2010年5月 15,808 5,556 1,700 1,820 24,884 3,249 13.06%
2010年6月 14,021 5,434 1,455 1,636 22,546 3,166 14.04%
2010年7月 16,269 8,604 1,799 1,983 28,655 4,559 15.91%
2010年8月 15,443 8,508 1,552 1,949 27,452 4,265 15.54%
2010年9月 13,939 5,398 1,665 1,602 22,604 3,157 13.97%

2010年10月 15,667 5,743 1,862 2,169 25,441 3,678 14.46%
2010年11月 13,128 5,431 1,539 1,718 21,816 3,040 13.93%
2010年12月 14,527 5,721 1,607 1,972 23,827 3,657 15.35%
2011年1月 13,902 4,849 1,624 1,933 22,308 3,017 13.52%
2011年2月 13,014 4,167 1,545 1,812 20,538 2,934 14.29%
2011年3月 14,411 5,269 1,776 2,190 23,646 3,401 14.38%
合計 174,845 69,947 19,715 22,670 287,177 38,727 13.49%

内自動貸出機

（単位　：　冊）

１．月別入館者　/　開館日数  / 貸出人数

２．月別貸出冊数

貸出人数
年月

（単位　：　人）

開館日数 入館者数
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３．住所別貸出冊数

地域名 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月

町内 22,981 24,349 21,934 28,046 26,896 22,072 24,927

安堵町 0 0 0 0 0 0 0

斑鳩町 40 44 36 48 79 18 51

王寺町 65 93 126 84 63 63 82

香芝市 10 3 41 32 6 24 5

葛城市 0 0 0 0 0 0 0

河合町 30 5 14 9 31 17 25

上牧町 23 7 0 0 8 0 4

広陵町 0 14 24 15 0 5 5

平群町 169 243 232 246 189 213 183

その他の県内 97 82 95 120 131 170 125

県外 45 44 44 55 49 22 34

合計 23,460 24,884 22,546 28,655 27,452 22,604 25,441

地域名 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 合計

町内 21,278 23,354 21,831 20,103 23,081 280,852

安堵町 0 0 0 0 0 0

斑鳩町 31 46 35 60 142 630

王寺町 104 80 95 106 96 1,057

香芝市 16 3 7 2 12 161

葛城市 0 0 0 0 0 0

河合町 17 2 2 6 5 163

上牧町 10 23 6 0 0 81

広陵町 19 5 5 0 10 102

平群町 168 135 119 133 100 2,130

その他の県内 112 111 130 56 121 1,350

県外 61 68 78 72 79 651

合計 21,816 23,827 22,308 20,538 23,646 287,177

0.74

0.47

0.23

地域貸出比率（％）

97.80

100.00

0.00

0.22

0.37

0.06

0.00

0.06

0.03

0.04
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４.予約・リクエスト状況

年月 予約 リクエスト 合計

2010年4月 1,168 61 1,229
2010年5月 1,172 90 1,262
2010年6月 1,037 67 1,104
2010年7月 1,390 51 1,441
2010年8月 1,459 59 1,518
2010年9月 1,288 67 1,355
2010年10月 1,442 77 1,519
2010年11月 1,332 70 1,402
2010年12月 1,304 79 1,383
2011年1月 1,439 54 1,493
2011年2月 1,116 80 1,196
2011年3月 1,343 67 1,410
合計 15,490 822 16,312

リクエスト内訳

受付冊数 購入冊数 他館借受 その他

822 606 216 0

※「その他」…リクエスト受付以降、利用者が辞退したものや

　　　　　　　　　絶版等の理由で提供できなかったもの

所蔵の案内のみしたものなど
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５．相互貸借の状況

貸出冊数 借受冊数

9 0

10 23

61 31

58 1

47 17

2 1

25 2

9 7

20 8

40 0

6 0

19 0

5 4

6 2

19 1

3 2

2 0

12 9

3 7

172 42

32 16

155 0

17 5

0 3

羽曳野市立図書館 0 13

吹田市立図書館 0 1

池田市立図書館 0 1

茨木市立図書館 0 5

箕野市立図書館 0 1

門真市立図書館 0 1

堺市立図書館 0 3

八尾市立図書館 0 1

柏原市立図書館 0 1

和歌山県立図書館 0 2

高知県立図書館 0 1

国立国会図書館 0 1

京都大学 0 1

奈良大学 0 1

東京基督教大学 0 1

東北大学 0 1

732 216

香芝市民図書館

河合町立図書館

橿原市立図書館

葛城市立図書館

合　　　　計

大阪府立図書館

奈良県立図書情報館

奈良市立図書館（中央・北部・西部）

平群町立図書館

大和郡山市立図書館

下市町立図書館

田原本町立図書館

天理市立図書館

生駒市図書館

宇陀市立中央図書館

図書館名

安堵町立図書館

斑鳩町立図書館

王寺町立図書館

大淀町立図書館

御所市立図書館

川西町立図書館

上牧町立図書館

広陵町立図書館

五條市立図書館

桜井市立図書館
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６．地域別登録者数

　今年度 地域登録率
　　登録者数 （％）

15,632 -3,212 12,420 98.58

46 -1 45 0.36
23 -2 21 0.17
0 0 0 0.00

16 2 18 0.14
9 0 9 0.07
2 0 2 0.02
2 -2 0 0.00
7 0 7 0.06
0 3 3 0.02
2 -2 0 0.00
7 4 11 0.09

13 5 18 0.14
4 1 5 0.04
9 -2 7 0.06
2 -2 0 0.00
1 0 1 0.01
2 0 2 0.02

14 4 18 0.14
0 1 1 0.01

22 -11 11 0.09
181 179 1.42

15,813 -3,214 12,599 100.00

７．年齢別登録者数

男性 女性 合計 比率（％）
102 119 221 1.75
155 169 324 2.57
280 251 531 4.21
320 291 611 4.85
393 422 815 6.47
715 982 1,697 13.47
574 1,188 1,762 13.99
668 1,151 1,819 14.44
502 788 1,290 10.24
733 1,112 1,845 14.64
817 810 1,627 12.91

57 0.45
5,259 7,283 12,599 100.00

21年度末 22年度末

総合計

町内

平群町
斑鳩町
安堵町
王寺町
河合町

上牧町
広陵町

町外合計

大和郡山市
大和高田市

奈良市

川西町
三宅町

田原本町

葛城市
生駒市
香芝市

県外
その他の県内

橿原市
天理市

年齢
～６
～９
～１２
～１５
～１９
２０代
３０代

合計

４０代
５０代
６０代
７０～

その他（団体等）
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８．平成22年度実績比率（平成23年４月１日現在 22,875人）

12.27
54.00
22.71
22.89
1.29
9.71

９．視聴覚室・会議室利用状況 １０．複写サービス
利用回数 モノクロ カラー

視聴覚室 102 5424枚 360枚

会議室１ 76

会議室2 6 １１．レファレンスサービス

会議室3 42 記録あり 記録なし

団体活動室 31 13 151

生涯学習室 170

録音室 8 １２．インターネットサービス（２台）

１３．生涯学習室利用状況

開室日数 利用人数

2010年4月 11 72

2010年5月 15 219

2010年6月 13 185

2010年7月 15 270

2010年8月 25 524

2010年9月 8 137

2010年10月 16 203

2010年11月 10 132

2010年12月 12 171

2011年1月 9 177

2011年2月 11 160

2011年3月 12 94

合計 157 2344

実績貸出冊数（町内） 貸出冊数／登録者数（町内）【冊／人】

実績貸出冊数（全体） 貸出冊数／登録者数（全体）【冊／人】

町民一人あたりの貸出冊数 町内貸出冊数／人口【冊／人】

登録率（町内） 町内登録者数／人口【％】

貸出冊数／蔵書冊数【回】

町民一人あたりの蔵書数 蔵書冊数／人口【冊／人】

2125人

蔵書回転率
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１．図書館主催行事（上映会・コンサート・ボランティア教室を除く）

場所 人数

図書館

場所

開架室内 35

開架室内 40

開架室内 45

視聴覚室 180

開架室内 25

視聴覚室 90

開架室内 50

開架室内 40

・おとなのためのおはなし会（年１回）

・ゆりかごおはなし会（隔月）

講師：湯浅　俊彦 視聴覚室 36

平成23年3月6日（日） 図書館講演会
講師：関　雄二 視聴覚室 67

　２月２６日（日）１６：００

１２月２５日（土）１６：００

３．ボランティア

ドルチェ

ブルースカイフロアーコンサート

ブルースカイフロアーコンサート

ブルースカイ

ブルースカイ

ブルースカイフロアーコンサート

大正琴コンサート あじさいグループ

フロアーコンサート

出演名称日時

ブルースカイフロアーコンサート　４月２４日（土）１６：００

45視聴覚室出演：おたまじゃくし

出演：おたまじゃくし

出演：おたまじゃくし

55

会議室３

視聴覚室 4

平成22年7月1日（木）

90本の森探検隊 参加対象：町内小学生

視聴覚室

706

出演行事

ブックリサイクル

夏のつどい

おとなのための

おはなし会

Ⅴ．行事

平成22年10月29日（金）

９：３０～１７：００

から

平成22年10月24日（日）

平成22年7月18日（日）

から

平成22年8月28日（土）

１４：００～

年月日

平成22年9月12日（日）

１０：３０～

　９月２６日（日）１４：００

１１月２１日（土）１４：００

  ８月２８日（土）１６：００

１０月２３日（土）１６：００

　６月２６日（土）１６：００

２．コンサート

１４：００～

平成23年2月13日（日）

冬のつどい
平成22年12月5日（日）

フロアーコンサート

ギター演奏会

１０：００～

読書講演会

電子書籍時代到来!?

１４：００～ 古代ｱﾝﾃﾞｽ文明を探る

グループ名 活動内容

篠原　勲（個人） ・図書館上映会（週１回）

杉本　與志雄（個人） ・四国八十八ヶ所講演会（隔月）

井口　ヨウ子（個人）

・夏・冬のつどい（年２回）　　・おはなし会（月１回）　

・録音資料の作成　　・対面朗読サービスグループ明音

・フロアーコンサート（隔月）ブルースカイ

ｽﾄｰﾘｰﾃﾘﾝｸﾞの会

おたまじゃくし
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３．日曜日のおはなし会

子供 大人 合計
平成２２年　４月 4 82 38 120
平成２２年　５月 4 93 40 133
平成２２年　６月 4 92 31 123
平成２２年　７月 3 45 15 60
平成２２年　８月 5 83 23 106
平成２２年　９月 4 97 27 124
平成２２年１０月 5 100 24 124
平成２２年１１月 4 74 19 93
平成２２年１２月 3 52 12 64
平成２３年　１月 4 76 34 110
平成２３年　２月 3 74 18 92
平成２３年　３月 4 53 22 75

合計 47 921 303 1224

４．土曜の午後のおはなし会

子供 大人 合計
8 4 12
4 1 5
6 3 9
5 1 6
9 3 12
8 2 10
8 7 0
7 3 10

13 9 22
9 5 14

77 38 100

５．ブックスタート

６．ゆりかごおはなし会　

189

29
24
30
30

参加人数

34
22
20

平成２２年　１１月２７日

264

平成２３年　　３月２２日

平成２３年 　 ３月２２日

29
33

年月日 参加人数

平成２２年　　５月1１日

平成２２年　　５月２５日

人数

人数
年月日

平成２２年　　４月２４日

年月 回数

平成２２年　　５月２２日
平成２２年　　６月２６日

年月日

平成２３年　　３月２６日

平成２３年　　１月２２日
平成２３年　　２月２６日

平成２２年　１０月２３日

平成２２年　  ８月２８日

合計

平成２２年　  ９月２５日

平成２２年　　７月　６日
平成２２年　　８月２４日
平成２２年　１０月１９日
平成２２年　１２月　７日
平成２３年　  ２月　１日

38

対象人数

37
24

33
22

218

40

平成２２年　　７月２７日 50
平成２２年　　９月２８日 47

48

平成２２年　１１月１６日 51
平成２３年　　１月２５日 30
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７．上映会
上映日 内　　　　　　　　　　容 人　数 月別人数

4月3日 モスラ 32
4月10日 雨の訪問者 72
4月17日 無法松の一生 58
4月24日 黄金狂時代 63 225

5月1日 男はつらいよ　フーテンの寅 80
5月8日 帰らざる河 93

5月15日 生きる 63
5月22日 ハムレット 56
5月29日 キング・コング 47 339

6月5日 雁の寺 72
6月12日 ダーティハリー 52
6月19日 怒りの葡萄 61
6月26日 丹下左膳余話　百萬両の壷 60 245

7月3日 新・男はつらいよ 61
7月10日 ロミオとジュリエット 58
7月24日 稲妻 85
7月31日 類人猿ターザン 60 264

8月7日 二十四の瞳 92
8月14日 ひめゆりの塔 56
8月28日 東京五人男 50 198

9月4日 男はつらいよ　望郷篇 85
9月11日 モダンタイムズ 67
9月25日 ダンス・ウィズ・ウルブズ 46 198

10月9日 雁 53
10月23日 そよ風父と共に 52
10月30日 恋におちて 37 142

11月6日 男はつらいよ　純情篇 74
11月13日 泣虫小僧 44
11月27日 めぐり逢い 63 181

12月11日 喜びも悲しみも幾年月 65
12月18日 Ｅ．Ｔ．（日本語吹き替え版） 54
12月25日 恋人 48 167

1月8日 男はつらいよ　奮闘篇 75
1月15日 幸福の黄色いハンカチ 75
1月22日 オーケストラの少女 65
1月29日 若い人 75 290

2月5日 飢餓海峡 95
2月12日 兄とその妹 80
2月26日 第三の男 82 257

3月5日 男はつらいよ　寅次郎恋歌 84
3月12日 麦秋 75
3月19日 赤い河 80
3月26日 浮雲 105 344

合計 2850

８．定期的講演会

8月21日 四国八十八ヶ所修業の旅①－徳島県 22
9月18日 四国八十八ヶ所修業の旅②－高知県 13

10月16日 四国八十八ヶ所修業の旅③－愛媛県 14
11月20日 四国八十八ヶ所修業の旅④－香川県 14

合計 63人

四国八十八ヶ所修業の旅（全４回）
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合計 購入 寄贈
125 116 9

2011.3.

タイトル数

平成２２年度版　

三郷町立図書館雑誌目録　
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タ　イ　ト　ル 刊別 保存年数 　　　　　　　備　　　　　　　　　考

1 アエラ 週刊 永年

2 あかい奈良 季刊 永年

3 アサヒカメラ 月刊 永年

4 アスキードットＰＣ 月刊 ２年 2010年6月号より

5 アニメージュ 月刊 ２年

6 あまから手帖 月刊 ２年

7 いきいき 月刊 ３年

8 一枚の繒 月刊 ３年

9 イングリッシュ・ジャーナル 月刊 ３年

10 ウェッジ 月刊 ３年

11 美しいキモノ 季刊 ５年

12 エッセ 月刊 ３年

13 エクラ 月刊 ３年

14 エデュー 月刊 ３年

15 NHKきょうの健康 月刊 ５年

16 NHKきょうの料理 月刊 ５年

17 NHK趣味の園芸 月刊 ５年

18 NHK将棋講座 月刊 ３年 2010年11月号より

19 オール讀物 月刊 ５年

20 オッジ 月刊 ２年

21 オレンジページ 月２回 ２年

22 オレンジページクッキン！ その他 ３年

23 音楽の友 月刊 ３年

24 家庭画報 月刊 ３年

25 関西ウォーカー 隔月 １年

26 関西のつり 隔月 ２年

27 キネマ旬報 月２回 永年

28 暮らしと健康 月刊 5年

29 暮らしの手帖 月刊 永年

30 暮らしの手帖別冊 その他 永年

31 クレア 月刊 2年

32 クロワッサン 月２回 2年

33 芸術新潮 月刊 １０年

34 月刊おひさま 隔月 ３年 2010年4月号より隔月刊

35 月刊かかがくのとも 月刊 永年 最新号以外は種別「児童」に変更

- ２０ -



　　　　　　タ　イ　ト　ル 刊別 保存年数 　　　　　　　備　　　　　　　　　考

36 月刊碁ワールド 月刊 ２年

37 月刊自家用車 月刊 ３年

38 月刊たくさんのふしぎ 月刊 永年 最新号以外は種別「児童」に変更

39 月刊ニュースがわかる 月刊 10年

40 月刊百科 月刊 ３年 寄贈 2011年6月号で休刊

41 月刊大和路ならら 月刊 １０年

42 現代の図書館 季刊 永年 寄贈 47号4巻(2010.2)より

43 県民だより奈良 月刊 ５年 寄贈  点字雑誌

44 こどものとも 月刊 永年 最新号以外は種別「児童」に変更

45 こどものとも０．１．２ 月刊 永年 最新号以外は種別「児童」に変更

46 子どもの本棚 月刊 永年

47 ゴルフダイジェスト 月刊 ２年

48 サイタ 月２回 ２年

49 サライ 月刊 ３年 ２００９年１０月号より月刊誌へ

50 サンデー毎日 週刊 １年

51 週刊朝日 週刊 １年

52 週刊エコノミスト 週刊 １年

53 週刊サッカーマガジン 週刊 ２年

54 週刊新潮 週刊 １年

55 週刊ダイヤモンド 週刊 １年

56 週刊東洋経済 週刊 １年

57 週刊文春 週刊 １年

58 週刊ベースボール 週刊 １年

59 小説新潮 月刊 ５年

60 小説すばる 月刊 ５年

61 小説ノン 月刊 ５年

62 聖徳                          季刊 永年 寄贈

63 新潮 月刊 ５年

64 新潮４５ 月刊 ５年

65 ＪＲ時刻表 月刊 １年

66 スクリーン 月刊 ５年

67 すてきな奥さん 月刊 ３年

68 すてきにハンドメイド 月刊 ３年 旧誌名｢NHKおしゃれ工房(2010.3月号まで)｣

69 世界 月刊 ５年

70 セル 季刊 １年 寄贈
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　　　　　タ　イ　ト　ル 刊別 保存年数 　　　　　　　備　　　　　　　　　考

71 ダ・ヴィンチ 月刊 ３年

72 旅の手帖 月刊 ３年

73 たまひよこっこクラブ 月刊 ３年 2011年４月号まで

74 短歌 月刊 ５年

75 ダンチュウ 月刊 ２年

76 ﾁｲｻｲ･ｵｵｷｲ･ﾖﾜｲ･ﾂﾖｲ 季刊 ３年

77 ちいさなかがくのとも 月刊 永年 最新号以外は種別「児童」2011年1月号より

78 中央公論 月刊 ５年

79 鉄道ジャーナル 月刊 ３年

80 テニスマガジン 月刊 ３年

81 点字ジャーナル 月刊 ５年 点字雑誌

82 点字毎日 週刊 ５年  点字雑誌

83 陶工房 季刊 ５年

84 図書 月刊 １０年 寄贈

85 図書館雑誌 月刊 永年 寄贈

86 波 月刊 ５年 寄贈

87 日経おとなのＯＦＦ 月刊 2年 2010年5月号より

88 日経ＰＣビギナーズ 月刊 ２年

89 日経ビジネス 週刊 ２年

90 日経マネー 月刊 ２年

91 日本児童文学 隔月 ５年

92 ニューズウィーク日本版 週刊 ３年

93 ニュートン 月刊 ５年

94 ノジュール 月刊 ３年

95 ノンノ 月刊 １年 2010年１１月号より月刊

96 パープル 月刊 3年

97 俳句 月刊 ５年

98 パッチワーク通信 隔月 ５年

99 ピーエイチピー 月刊 １年

100 ビーパル 月刊 ２年

101 美術手帖ＢＴ 月刊 １０年

102 ビッグ・トゥモロー 月刊 ２年

103 ひよこクラブ 月刊 ３年 2011年5月号から

104 婦人公論 月２回 ２年

105 婦人之友 月刊 2年
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　　　　　タ　イ　ト　ル 刊別 保存年数 　　　　　　　備　　　　　　　　　考

106 部落解放 月刊 永年 寄贈

107 プラス１リビング 隔月 ３年

108 プレジデント 月２回 ２年

109 プレジデントＦａｍｉｌｙ 月刊 ３年 2010年６月号より

110 文学界 月刊 ５年

111 文芸春秋 月刊 ５年

112 文藝春秋別冊 季刊 ５年

113 ほんとうの時代 Ｌｉｆｅ＋ 月刊 ３年

114 マイ奈良 月刊 ５年

115 ミセス 月刊 ２年

116 みんなのうた 隔月 ５年

117 メンズノンノ 月刊 ２年

118 モア 月刊 ２年

119 モエ 月刊 ２年

120 山と渓谷 月刊 3年

121 リー 月刊 ２年

122 リシェ 月刊 1年 ２０１０年５月号より

123 レオン 月刊 ２年 2010年6月号より

124 歴史読本 月刊 １０年

125 私の家づくり その他 3年

- ２３ -
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○三郷町立図書館条例 
                           平成９年９月３０日 
                           条  例  第 ２７号 
 （設置） 
第１条 図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第１０条の規定

に基づき、図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して、町民の利用に供 
し、その教養、調査、研究、レクリェーション等に資することを目的として、本町に 
図書館を設置する。 
（名称及び位置） 

第２条 図書館の名称及び位置は次のとおりとする。 
 

 名  称           位    置 
三郷町立図書館 奈良県生駒郡三郷町勢野西１丁目４番４号 
（職員） 

第３条 図書館に館長、専門的職員その他必要な職員を置く。 
 （管理） 
第４条 図書館は、三郷町教育委員会（以下「委員会」という。）が、これを管理する。 
 （使用料） 
第５条 図書館の生涯学習室、視聴覚室及び会議室を使用しようとする者は、別表に 
 掲げる使用料を納めなければならない。 
２ 町長は、特別の理由があると認めるときは、前項の使用料を減免することができる。 
３ 既納の使用料は、還付しない。ただし、委員会が特に必要があると認めるときは、 
 この限りではない。 
 （町の出版物の納入） 
第６条 町（行政委員会及び教育機関を含む。）において発行する出版物は、直ちに無  
 償にて２部を図書館に納入しなければならない。 
 （利用者の秘密を守る義務） 
第７条 図書館は、資料の提供活動等を通じて知り得た利用者の秘密を漏らしてはなら

ない。 
 （委任） 
第８条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が規則で定める。 
   付 則 
 この条例は、平成９年１０月１日から施行する。 
   付 則（平成１４年１２月１８日条例第４６号） 
 この条例は、公布の日から施行する。 
   付 則（平成１７年１２月２６日条例第３５号） 
 この条例は、平成１８年１月１日から施行する。 
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○三郷町立図書館条例施行規則 
平成９年１０月１日 
教委規則第 ５ 号 

 （目的） 
第１条 この規則は、三郷町立図書館条例（平成９年９月三郷町条例第２７号。以下 
 「条例」という。）第８条の規定に基づき、三郷町立図書館（以下「図書館」という 
 。）の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 （事業） 

第２条 図書館は、図書館法（昭和２５年法律第１１８号。以下「法」という。）第３ 
 条の規定により、次の事業を行う。 
（１）図書館資料（法第３条第１号に掲げる図書館資料をいう。以下同じ。）の収 
   集、整理及び保存 
（２）図書館資料の貸出し 
（３）読書案内 
（４）参考業務 
（５）読書会、研究会、講演会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の主催及び奨励 
（６）館報その他の読書資料の発行及び頒布 
（７）時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供 
（８）他の図書館、学校、公民館、研究機関等との連絡及び協力 
（９）町内学校図書館との連絡提携 
（10）読書団体との連絡及び協力並びに当該団体の活動の促進 
（11）郷土資料の収集及び提供 
（12）その他図書館の運営及び目的達成のために必要な事業 
 （開館時間） 

第３条 図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、三郷町教育委員会（以下 
 「委員会」という。）が必要と認めるときは、これを変更することができる。     
平日及び土曜日 午前９時３０分から午後７時まで 
日曜日及び１２月２８日 午前９時３０分から午後５時まで 
 （休館日） 

第４条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、委員会が特に必要があると 
 認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。 
（１）毎週水曜日 
（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日（その日 

が水曜日に当たるときは、その翌日） 
（３）１２月２９日から翌年の１月３日まで 
（４）館内整理日（毎月第 1月曜日（１月を除く。）及び１月４日。ただし、当該月曜

日が他の休館日に当たるときは、第 2月曜日とし、１月４日が他の休館日に当たる
ときは、１月５日とする。） 

（５）特別整理期間（毎年１４日以内で委員会の定める日） 
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  （入館の制限） 
第５条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して図書館への入館を拒否し、

又は退去を命ずることができる。 
（１）公益の維持管理を妨げる者 
（２）施設又は資料の保全に支障がある行為を行う者 
（３）集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織及びその構成員 
（４）その他管理上支障があると認める者 
  （入館者の遵守事項） 
第６条 入館者は、図書館内において次に掲げる事項を守らなければならない。 
（１）所定の場所以外に図書館資料を持ち出さないこと。 
（２）館内においては、静粛にし、他人に迷惑をかけないこと。 
（３）所定の場所以外で火気を使用し、飲食又は喫煙をしないこと。 
（４）自己又は他人に危害を及ぼし、若しくはそのおそれがあると認められる物を 
  携帯するほか迷惑となる行為をしないこと。 
（５）建物、設備、その他器具等を損傷し、又はそのおそれのある行為をしないこ 
  と。 
（６）許可を得ないで館内及びその敷地内で広告をし、又は飲食物、その他物品を 
  販売陳列等はしないこと。 
（７）その他委員会の指示すること。 
  （図書館資料の管理） 
第７条 図書館資料の管理は、館長が行う。 
２ 図書館資料は、館長が特に貴重と認めるものを除き、すべて利用者に貸し出し、開 
 架制を原則とする。 
３ 図書館資料の受入れは、会計年度により区分し、その所属年度は、現に受入れの 
 あつた日の属する年度とする。図書館資料の除籍・廃棄についても同様の取扱いをす 
 るものとする。 
４ 館長は、図書館資料の受入れ、除籍・廃棄に関する基本台帳簿及び必要な補助簿 
 等を備え、図書館資料の管理をしなければならない。ただし、消耗度の高いもの及 
び時期性の強いものについては、この限りではない。 

  （貸出しの対象者及び手続き） 
第８条 図書の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。 
（１）町内に住所を有する者 
（２）町内に所在する事業所に勤務する者 
（３）町内に所在する学校に通学する者 
（４）その他特に委員会が認めた者 
２ 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ、図書館利用者カード申込 
書（第１号様式。以下「申込書」という。）を委員会に必要事項記入のうえ提出しな

ければならない。その際、住所、氏名、学校名、勤務先等を確認できる証票若しくは

その写し又は委員会の指示する書類（以下「添付書類」という。）を添付しなければ
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ならない。 
３ 委員会は、申込書及び添付書類の内容を審査し、申込書を提出した者が第１項各号

に該当する者（以下「登録者」という。）と認めたときは、貸出登録手続を行い、図

書館利用カード（第２号様式。以下「利用カード」という。）を登録者に交付する。 
  （利用カードの取扱い） 
第９条 利用カードの取扱いは、次に定めるとおりとする。 
（１）登録者が利用カードを紛失、き損、住所又は氏名等を変更したときは、速やか 
  にその旨を届け出なければならない。 
（２）委員会は、前号の規定による届出があつたときは、利用カードの再交付を行うこ

とができる。ただし、故意に利用カードを紛失又はき損した場合等においては、委

員会は、利用カードの再交付を拒否することができる。 
（３）利用カードの再交付に係る費用は、登録者の負担とする。 
（４）利用カードは、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。 
  （貸出し） 
第１０条 図書館資料の貸出しを受ける者は、利用カードを提出しなければならない。 
２ 委員会は、登録者が利用カードを所持しない場合、登録者である確認の後、図書館 
資料の貸出しを認めることができる。 

３ 委員会は、図書館資料のうち貴重なもの、著作権法（昭和４５年法律第４８号）に 
 違反するおそれのあるもの、個人の情報に関するもの等貸し出すことが不適当と認め 
るものについては、その貸出しを禁止することができる。 

４ 図書館資料の登録者への貸出期間は、図書については２週間以内、その他の資料 
 については１週間以内とし、同時に貸出しを受けることができる図書館資料は、図書 
 については制限をしないが、その他資料については１０点以内とする。ただし、委員 
 会が特に必要あると認めたときは、この限りでない。 
  （返納期間を過ぎた者に対する措置） 
第１１条 委員会は、図書館資料及びその他資料を期間内に返納しなかつた者に対し、 
 その状況により一定期間図書館の利用を停止することができる。 
２ 前項の場合において、返納しなかつた者が町外に住所を有する者である場合で悪 
 質と認められたときは、委員会は、この者の登録を抹消することができる。 
  （利用の制限） 
第１２条 委員会は、条例又はこの規則の規定に違反した者に対しては、図書館資料の 
 利用を一時停止若しくは禁止し、又は退館させることができる。 
  （賠償の責任） 
第１３条 利用者は、その責に帰すべき理由により、図書館資料、建物、付属設備等 
 を汚損し、破損し、又は滅失したときは、遅滞なくその顛末を事故報告書（第３号 
 様式。）により委員会に報告し、速やかにこれを原状に復し、又はその損害を賠償し 
 なければならない。 
２ 委員会は、汚損し、破損し、又は滅失した図書館資料、建物、付属設備等が、原状 
 に復し、又はその損害が賠償されたとき、その確認を行い、事故報告をした利用者に 
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事故回復確認書（第４号様式）を交付するものとする。 
  （図書館資料の複写） 
第１４条 図書館資料（視聴覚資料を除く。）の複写を依頼しようとする者は、図書コ 
ピー申込書（第５号様式）を委員会に提出しなければならない。 

２ 図書資料の複写は、その一部分とし、１人につき１部とする。 
３ 次の各号のいずれかに該当するときは、複写をすることができない。 
（１）著作権法に違反するおそれがあると認められるもの 
（２）複写により損傷を生ずるおそれがあるもの 
（３）その他委員会が複写することを不適当と認めたもの 

４ 複写のための必要な経費は、複写を依頼した者の負担とする。 
  （図書館資料の寄贈） 
第１５条 図書館は、図書館資料の寄贈を受け、他の資料と同様の取扱いにより、一 
 般の利用に供することができる。 
２ 図書館は、寄贈された図書館資料がやむを得ない事由により滅失し、若しくは紛失 
 し、又は汚損し、若しくは破損したときは、その責めを負わない。 
  （寄贈の手続） 
第１６条 図書館に図書館資料を寄贈しようとする者は、図書館資料寄贈申込書（第６

号様式）により申し出、館長の承認を得て現品を提供するものとする。 
２ 寄贈に要する経費は、寄贈者の負担とする。ただし、特に必要があると認めたとき

は、その経費の一部又は全部を委員会が負担することができる。 
  （相互貸出） 
第１７条 法の精神を踏まえ、利用者に対する図書館サービスを深めるため、図書館 
 相互における図書館資料の相互貸出を行う。 
２ 相互貸出を行う図書館資料の範囲は、図書資料に限定する。ただし、館長が特に認

める場合は、この限りでない。 
３ 図書館資料の貸出点数は、一利用につき３点以内とする。 
４ 図書館資料の貸出期間は、図書館資料の発送及び返却に要する期間を含めて３０ 
 日以内とする。 
５ 相互貸出に要する経費は、すべて借受け図書館の負担とする。ただし、委員会が特 
 に認める場合は、この限りでない。 
  （施設の使用） 
第１８条 図書館の図書館資料を除く館内施設（以下「施設」という。）を使用できる 
 者は、原則として本町に居住する者に限る。ただし、委員会が特に必要と認めた者は 
、この限りでない。 

２ 施設を使用できる時間は、開館日の午前９時３０分から午後６時３０分、（日曜日

及び１２月２８日については、午後４時３０分とする。）までとする。ただし、委員

会が特に認める場合は、この限りでない。 
３ 施設を使用しようとする者（以下「申請者」という。）は、使用日の属する月の３

月前の初日から使用日の前日までに三郷町立図書館内施設使用申請書（第７号様式。
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以下「申請書」という。）に使用施設及び設備を記入のうえ委員会に提出しなければ

ならない。ただし、委員会が特に必要があると認めたときは、この限りでない。 
４ 申請者が設備を次のように使用する場合は、図書館が指定する専門技術員を設備 
 の操作者として、申請者の負担により配置しなければならない。 
 （１）照明調光設備について、特別な配色や場面転換の要する使用 
 （２）音響設備について、特別な配線や特殊な使用方法の要する使用 
 （３）仮設電源盤を使用する場合 
 （４）委員会が特別な使用であると認められる場合 
５ 委員会は、申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めたときは申請者に 
 対し三郷町立図書館内施設使用許可書（第８号様式）を交付する。 
６ 委員会は、次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者には、前項の使用

の許可をしないものとする。ただし、委員会が特に必要と認めた場合は、この限りで

ない。 
 （１）商行為又はそれに類する行為 
 （２）公序良俗に反する行為又はそれに類する行為 
  （使用料の減免） 
第１９条 条例第５条第２項の規定により委員会は、次の各号のいずれかに該当する場 
 合に使用料を減免することができる。 
 （１）三郷町が主催する事業に使用するとき。 
 （２）その他委員会が特に必要があると認めるとき。 
  （使用料の還付） 
第２０条 条例第５条第３項ただし書の規定による使用料の還付については、次のとお 
 りとする。 
 （１）使用者の責によらない事由により、使用することができなくなつたとき。 
 （２）その他委員会が特に必要と認めたとき。 
  （使用者の義務） 
第２１条 施設の使用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 
 （１）使用許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転 
   貸しないこと。 
 （２）使用後は、直ちにその旨を委員会に届け、係員の点検を受けること。 
  （その他） 
第２２条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、委員会館

長が定める。 
   付 則 
この規則は、平成９年１０月１日から施行する。 

   付 則（平成１０年５月２５日教委規則第３号） 
この規則は、平成１０年６月１日から施行する。 

   付 則（平成１２年８月２９日教委規則第６号） 
この規則は、平成１２年９月１日から施行する。 
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   付 則（平成１３年３月２９日教委規則第３号） 
この規則は、平成１３年４月１日から施行する。 

   付 則（平成１５年１月２３日教委規則第１号） 
この規則は、公布の日から施行し、平成１４年１２月１８日から適用する。 

   付 則（平成１７年９月３０日教委規則第６号） 
この規則は、公布の日から施行する。 

   付 則（平成１７年１２月２８日教委規則第８号） 
この規則は、平成１８年１月１日から施行する。ただし、第８条の改正規定は、平 

成１８年４月１日から施行する。 
   付 則（平成２０年３月２８日教委規則第１０号） 
この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

   付 則（平成２２年２月１８日教委規則第１号） 
 （施行期日） 
１ この規則は、平成２２年４月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ 改正後の規則第１８条第３項に規定する申請書の提出は、使用日が平成２２年７月  
 １日以後の申請書について適用し、使用日が平成２２年６月３０日以前の申請書につ 
いては、なお従前の例による。 

付 則（平成２３年２月１日教委規則第１号） 
この規則は、平成２３年５月６日から施行する。 
 


